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業務時間： 土･日･祝祭日を除く月曜日～金曜日
午前 9 時 30 分～午後 5 時まで

■会員生協
みやぎ生活協同組合
生活協同組合あいコープみやぎ
松島医療生活協同組合
みやぎ県南医療生活協同組合
東北大学生活協同組合
東北学院大学生活協同組合
宮城教育大学生活協同組合
宮城大学生活協同組合
東北工業大学生活協同組合
尚絅学院大学生活協同組合
宮城学院生活協同組合
大学生活協同組合
みやぎインターカレッジコープ
生活協同組合連合会大学生協事業連合

（東北地区）
みやぎ仙南農業協同組合
宮城労働者共済生活協同組合
宮城県高齢者生活協同組合
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《定義》
協同組合は、共同で所有し民主的に管理する事業体を通じ、共通の経済的・社会的・文化的ニーズと

願いを満たすために自発的に手を結んだ人々の自治的な組織である。

《価値》
協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、そして連帯の価値を基礎とする。それぞれの

創設者の伝統を受け継ぎ、協同組合の組合員は、正直、公開、社会的責任、そして他人への配慮という
倫理的価値を信条とする。

《原則》
　協同組合原則は、協同組合がその価値を実践に移すための指針である。

（第1原則）自発的で開かれた組合員制
協同組合は、自発的な組織である。協同組合は、性別による、あるいは社会的・人種的・政治的・宗

教的な差別を行なわない。協同組合は、そのサービスを利用することができ、組合員としての責任を受
け入れる意志のある全ての人々に対して開かれている。

（第２原則）組合員による民主的管理
協同組合は、その組合員により管理される民主的な組織である。組合員はその政策決定、意志決定に

積極的に参加する。選出された代表として活動する男女は、組合員に責任を負う。単位協同組合では、
組合員は（一人一票という）平等の議決権をもっている。他の段階の協同組合も、民主的方法によって
組織される。

（第３原則）組合員の経済的参加
組合員は、協同組合の資本に公平に拠出し、それを民主的に管理する。その資本の少なくとも一部は

通常協同組合の共同の財産とする。組合員は、組合員として払い込んだ出資金に対して、配当がある場
合でも通常制限された率で受け取る。組合員は、剰余金を次の目的の何れか、または全てのために配分
する。

• 準備金を積み立てることにより、協同組合の発展のためその準備金の少なくとも一部は分割不可能
なものとする。

• 協同組合の利用高に応じた組合員への還元のため。
• 組合員の承認により他の活動を支援するため。

（第４原則）自治と自立
協同組合は、組合員が管理する自治的な自助組織である。協同組合は、政府を含む他の組織と取り決

めを行なったり、外部から資本を調達する際には、組合員による民主的管理を保証し、協同組合の自主
性を保持する条件において行なう。

（第５原則）教育、訓練および広報
協同組合は、組合員、選出された代表、マネジャー、職員がその発展に効果的に貢献できるように、

教育訓練を実施する。協同組合は、一般の人々、特に若い人々やオピニオンリーダーに、協同組合運動
の特質と利点について知らせる。

（第６原則）協同組合間協同
協協同組合は、ローカル、ナショナル、リージョナル、インターナショナルな組織を通じて協同する

ことにより、組合員に最も効果的にサービスを提供し、協同組合運動を強化する。

（第７原則）コミュニティへの関与
　協同組合は、組合員によって承認された政策を通じてコミュニティの持続可能な発展のために活動する。

『ＩＣＡ』
国際協同組合同盟（ICA=International Co-operative Alliance）には、世界103カ国以上からあらゆる分野の
299協同組合組織が加盟しています（2024年4月現在）。ICAは1895年に設立され、後に国連に登録された世
界最大のNGO（非政府組織）です。日本生協連は1952年に加盟しました。

『協同組合のアイデンティティに関するＩＣＡ声明』

表　題 開催日時 会　場

第57回通常総会 2026年6月23日（火）10時30分開催 フォレスト仙台フォレストホール

第１回理事会 6月23日（火）総会終了後 フォレスト仙台５階501号室

第２回理事会 9月15日（火）13時30分開会 フォレスト仙台５階501号室

第３回理事会 12月15日（火）13時30分開会 フォレスト仙台５階501号室

第４回理事会 2027年3月16日（火）13時30分開会 フォレスト仙台５階501号室

第５回理事会 5月25日（火）13時30分開会 フォレスト仙台５階501号室

第47回宮城県生協組合員集会 2026年9月30日（水）10時開会 東京エレクトロンホール宮城

2026年度 宮城県生協連主要スケジュール



役員エッセイ

作家アルベール・カミュは『シーシュポス
の神話』で、自身の作品群を貫く「不条理」
を説明するにあたり、「この世界は理性では
割り切れないにもかかわらず、人間の奥底に
は理性を求める死物狂いの願望が激しく鳴り
ひびいている」と述べている。アルジェリア
問題に対して曖昧な立場だと批判されたカ
ミュだが、同時代の世界が抱えていた諸問題
に向き合い、相反する立場の緊張関係のなか
でもがきながら考え抜こうとした姿勢には、
強い共感を覚える。

2016年、オックスフォード英語辞典が「今
年の言葉」として「ポスト真実」を選び、「世
論の形成において、客観的な事実よりも感情
や個人的な思い込みへの訴えかけのほうが影
響力を発揮している状況」と定義してからす
でに10年が経つ。社会的な属性の違いによっ
て主張が異なるのは当然だという相対主義が
広がり、対話そのものが忌避されるようにな
れば、異なる文化的・社会的背景をもつ者ど
うしが対話するための共通基盤は失われてい
く。「事実があるところで事実を見ないという
結果をもたらす相対主義」は「民主主義に
とって非常に危険」と、マルクス・ガブリエ
ルは警鐘を鳴らす。

先ごろ、ユーラシア・グループが発表した
「2026年世界10大リスク」では、AIが人間の

認知能力に与える影響について、「批判的思
考を育もうとする人々を減らしていく」と指
摘し、「考え、感じ、社会的に振る舞う人間
の衰退」を懸念している。「考え抜く力」は、
かつて経済産業省が社会人基礎力の一つして
掲げた当時以上に、これからの時代を生き抜
くために求められているのではないだろうか。

最後に、冒頭で触れたカミュは、1957年の
ノーベル文学賞受賞演説で、「世界の解体（崩
壊）を防ぐこと」が自分たちの世代の任務で
あり、「平和を諸国民のあいだに再建」し、

「あらゆる人びとと協力」することをうったえ
た。いまやその任務は、地球全体が担うべき
ものとなっている。平和のために社会とどう
関わっていくのか－その問いに向き合うため
にも、「考え抜く力」を大切にしていきたい。

田中  康治宮城県生協連監事
（宮城教育大学生協専務理事）

揺らぐ時代に必要な
「考え抜く力」
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宮城県生協連の活動

宮城県と宮城県生協連主催「2025年度消費生活協同組合役員研修会」を開催

１月27日（火）、宮城県庁２
階201会議室において、宮城県
と宮城県生協連の主催による

「2025年度消費生活協同組合役
員研修会」を開催しました。当
日は、県連会員生協など18生協
から54人が参加し、現代社会に
おける喫緊の課題である「こど
も・子育て」について深く学び
ました。

開会にあたり、宮城県環境生
活部消費生活・文化課小野大基
副参事兼総括課長補佐から「消
費者の暮らしを取り巻く環境は
厳しさを増している。生協の多
角的な活動が、安心して暮らせ
る地域づくりの担い手として貢
献することを期待する」。また、
宮城県生協連冬木勝仁会長理事
から「すべてのこども・若者が
健やかに成長し、幸福な生活を
送ることができる社会を目指
し、こども政策の方向性を学び、
生協の役割と課題を考えたい」
との挨拶がありました。

続いて、宮城学院女子大学教
育学部西浦和樹教授を講師に迎
え、「こども・子育て政策の現
状と課題」と題して講演をいた
だきました。西浦先生からは、
こどもを取り巻く厳しい現状
と、私たちが目指すべき「ウェ
ルビーイング＝困っても立ち直
れる地域力」の重要性について
お話いただきました。「公平で
確実な行政の制度と、制度の隙
間を埋め、寄り添いと運用を整
える地域の想いが嚙み合い揃っ
たときに、すべての子どもが幸
福な生活を送れる社会が実現す
る」ということ、宅配や店舗と
いった「生活接点」を生かした
生協への期待について、話がさ
れました。

その後、宮城県保健福祉部子
育て社会推進課子ども政策班永
澤志紀主任主査から「みやぎこ
ども幸福計画」について、みや
ぎ生活協同組合尾川輝敏代表理
事・専務理事から「みやぎ生協

の子ども・子育て支援の取組事
例」について、報告がありまし
た。

最後に、宮城県環境生活部消
費生活・文化課消費者行政班の
日下部巧主査より、「令和７年
度消費生活協同組合指導検査結
果」にもとづき、適正な運営の
ための説明がありました。

少子化や人口減少、こどもの
貧困など、こどもを取り巻く環
境は厳しさを増しています。今
回の研修は、県の政策への理解
を深めるとともに、県民を組合
員とする相互扶助として、生協
が地域課題にどう向き合うべき
かを再確認する貴重な機会とな
りました。

挨拶する宮城県環境生活部副参事兼消
費生活・文化課小野大基総括課長補佐

研修会会場の様子

左から
宮城学院女子大学教育学部　西浦和樹教授
宮城県保健福祉部子育て社会推進課子ども政策班　永澤志紀主
任主査
みやぎ生協　尾川輝敏専務理事
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宮城県生協連の活動

小林徳光宮城県副知事との懇談会を開催

２月６日（金）、江陽グラン
ドホテル３階孔

く

雀
じゃく

の間におい
て、小林徳光宮城県副知事と宮
城県生協連会員生協役職員23
人との懇談会を開催しました。
懇談をとおして、宮城県と県内
の生協が連携を深めるととも
に、地域課題と県民生活向上の
ための取り組みを考える場とな
りました。

はじめに、宮城県生協連の冬
木勝仁会長理事、小林徳光宮城
県副知事から挨拶がありまし
た。

続いて、会員生協から活動紹
介がありました。みやぎ生協の
尾川輝敏専務理事からは「地産
地消など消費者のくらしを守る
取り組み・安心して暮らせる地
域づくり」などについて、生協
あいコープみやぎの辻󠄀朗子理事
からは「食品表示問題に関する
活動報告」、鈴木真奈美理事か
らは「産直豚の飼育に念願の国

産飼料を導入」について、松島
医療生協の三浦久惠副理事長か
らは「コロナ禍あけての組合員
活動交流集会」について、東北
大学生協常務理事の村井瑛さん
からは「共済強化月間と総代と
実現する生活支援の取り組み」
について、宮城大学生協太白
キャンパス学生委員会委員長の
菅原颯馬さんからは「学生委員
会『リ・リパック回収活動』」
について、宮城労済生協事業推
進部長の加藤眞也さんからは

「SDGs宣言、子どもの健全育成、
防災・減災、環境保全の取り組
み」についての報告がありまし
た。

小林徳光宮城県副知事から、
各生協からの取り組み紹介に対
しての感想が述べられました。

「食の安全・安心と地産地消の
推進、地域の見守りと福祉・医
療サービスの提供、防災・減災、
持続可能な社会と環境への取り

組み、助け合い・共済の普及な
ど、各生協が展開する多岐にわ
たる活動に対し、地域に寄り
添った取り組みの積み重ねが、
県民生活の安全・安心を支える
大きな力となっている」と話さ
れました。
『誰もが安心して暮らせる地

域社会づくり』のために、生協
が県行政と協力し役割を果たし
ていくことの大切さを認識する
機会となりました。

宮城大学生協 菅原委員長 宮城労災生協 加藤部長松島医療生協 三浦副理事長 東北大学生協 村井常務理事

みやぎ生協 尾川専務理事 あいコープみやぎ 辻理事 あいコープみやぎ 鈴木理事各生協の報告について感想を
述べる小林副知事

冬木勝仁会長理事の挨拶

懇談会の様子
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宮城県生協連の活動

「2025年度  監事研修交流会」を開催

１月20日（火）、TKPガーデ
ンシティ PREMIUM仙台西口に
おいて、日本生協連北海道・東
北地連と宮城県生協連主催によ
る「2025年度監事研修交流会」
が開催されました。当日は北海
道、東北の３生協連と８単協、
１連合会から33人が参加し、熱
心な学びと交流の場となりまし
た。

はじめに、日本生協連法務部
部長補佐井藤康治さんより、「期
末監査に向けて」と題した講話
が行われました。監事は、「業
務監査」と「会計監査」の両方
を行う必要があること。１年間
を通じて監査活動を計画的・組
織的に行い、記録することが重
要であること。監事会で事実認
識の共有と意見交換を行い、監
査意見を形成し、総（代）会に

報告することなど、生協法に基
づいた期末監査の要点につい
て、詳細な説明がされました。

続いて、日本生協連法務部部
長の村上妙子さんより「取適法

（改正下請法）の施行について」
の講話がありました。法律名・
用語の変更、適用対象の拡大、
禁止行為の追加などについて解
説がされました。また、直近の
情報提供として、「価格転嫁円
滑化の取組」や「ステルスマー
ケティング規制（景品表示法）」

「フリーランス法に基づく指導」

などの最新の動向が共有されま
した。

いわて生協の大谷直子監事、
みやぎ生協の小幡佳緒里監事か
ら具体的な取組事例が報告され
た後、グループ交流が行われ、
活発な意見交換がされました。

本研修会は、組合員から預
かった大事な資産が、正しく、
効率的に、そして理念に沿って
使われているかをチェックし、
組織の健全な発展を支えるため
の重要な機会となりました。

NPT再検討会議に代表を派遣します

宮城県生協連とみやぎ生協は
共 同 で、4月27日 か ら ニ ュ ー
ヨークの国連本部で開催される

「NPT（核不拡散条約）再検討
会議」に、日本被団協と日本生
協連が共同派遣する代表団の一
員として佐々木ゆかり県連事務
局長を派遣します。

NPTは、核兵器の拡散を防ぎ、
核軍縮を進めることを目的とし
た国際条約です。５年に一度開
催される「再検討会議」は、条

約の運用状況を確認し、核廃絶
に向けた具体的な進展を議論す
る「核軍縮」の場です。

会議の期間中、日本被団協の
みなさんとともに、国連関係者
や各国の代表団へ直接「ノーモ
ア・ヒロシマ、ノーモア・ナガ
サキ、ノーモア・ヒバクシャ」
の切実な願いを届けます。また、
会場内での「原爆展」や各種イ
ベントを通じ、被爆の実相と核
兵器の非人道性を、次世代を担

う世界中の人々に伝えます。
現地の様子や国際社会の動向

は帰国後、報告会や機関紙等を
通じて組合員のみなさんと共有
します。

地域から平和を考える活動を
さらに強め、「平和で豊かな暮
らし」を次世代へつなぐ一歩と
していきます。

会場の様子
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会員生協だより

みやぎ生協・コープふくしま  メンバー（組合員）数が100万人を達成しました

1982年に宮城県学校生協と
宮城県民生協の２つの大型生協
が合併して誕生したみやぎ生協
は、流通業における単なるひと
つの購買生協ではなく、人と人
とが協同して「よりよいくらし」
を実現するため、自らの発展を
通して、日本の生協運動の発
展・強化に寄与する、という高
い志を掲げました。その後、
2019年にみやぎ生協、コープ
ふくしま、福島県南生協の３生
協が組織合同し、更に連携を深

めました。
そして、2025年12月、宮城・

福島両県のメンバー（以下、組
合員）数が合計100万人（宮城
県793,155人、福島県207,270
人）を達成しました。これまで、
食の安全を守ることはもちろ
ん、震災などの困難な時こそ手
を取り合い、励まし合って一歩
ずつ進んできました。お店での
職員と組合員の何気ない会話
や、宅配担当者に届く温かい言
葉、そんな「人と人とのつなが

り」の積み重ねが、この大きな
節目を創り上げました。今後も
地域に寄りそう生協でありつづ
けます。

（機関運営部次長　中塩晴彦）

み や ぎ 生 協

誰も取り残さない「めぐみ野杯Ｕ―12サッカーリーグ」2025シーズン終了

昨年11月30日（日）、４年目
を迎えた「めぐみ野Ｕ12リーグ」
の2025シーズンが終了。
「めぐみ野杯Ｕ－12サッカー

リーグ」は、「誰も取り残さな
い小学生サッカーリーグ」を目
指し、2022年からみやぎ生協
と宮城県サッカー協会で取り組
みを開始しました。

通常のリーグは、勝ったチー
ムが勝ち残り、負けたチームは
それで終わり。チームの力は考
慮されない組み合わせもあり、
試合結果に大差がつくことも
多々ありました。
「めぐみ野杯リーグ」は、そ

れぞれのチームの力に合わせて
Ｊリーグのように３部制になっ

ており、前期と後期で成績に
よって入替もあります。３部制
の構成は、チーム力に応じて１
部（トップリーグ）、２部北・
南ブロック、３部は地域ごとに
４つのブロックに分かれ、１部
を除き前期・後期で優勝チーム
を決め、表彰します。2025シー
ズ ン は122チ ー ム が 参 加 し、
908試合を戦い、前期・後期を
合わせて13チームが優勝を経験
しました。一部のチームだけで
なく、多くのチームが称えられ
ることで、選手だけでなく、関
わる指導者、保護者を巻き込ん
だ取り組みに繋がっています。

これにより、このリーグの目
指す姿である「チームの能力に

あった拮抗した試
合が展開される」

「多くのチームが
表彰される」こと
で、能力に見合っ
た試合環境が、多くの関係者の
モチベーションを維持し、どの
チームも所属するリーグで優勝
を目指せ、さらに、それを応援
する保護者や関係者の盛り上が
りや活力をつくることにもつな
がっています。 （参与　小澤義春）

100万人達成セレモニーの様子

トップリーグ優勝の塩釜FCチーム

詳細は☝
県サッカー
協会HP
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会員生協だより

組合員交流会の季節～「薬膳レッスン」を皮切りに各地で開催～ 

あいコープみやぎには８つの
地区委員会があり、２～３月は
各地区で全９回の組合員交流会
が開催されます。２月５日（木）、
根白石市民センターで「冬のや
さしい薬膳レッスン」を開催し、
17人が参加しました。今回は入
門編として、薬膳アドバイザー
の資格を持つ組合員である小澤
陽子さんを講師に、「和食・咀
嚼・粗食のススメ」という食の
基本や、「適応食・一物全体・
身土不二」といった食の三原則、
食の陰と陽など、薬膳の考え方
について教えていただきました。

座学の後は調理と試食です。
食材を順番通り鍋に入れて火に
かける「重ね煮」の手法で作る

「鮭の粕汁」や野菜とメカブの
和え物など、あいコープの商品
を活用した体にやさしい食を実
感でき、みなさんの「身体がポ
カポカあったかい！」の声には
驚き！更に「こんなに学べると
は思わなかった」「これからも
感謝して食べたい」との声が寄
せられました。

３月２週目まで各地で行われ
る組合員交流会。作って食べて
話して…の楽しい企画は、組合

員同士の交流で新たな発見や共
感が生まれる、早春のお楽しみ
となっています。
	 （理事　鈴木真奈美）

JAみやぎ仙南かべ新聞コンクール  ～村田第二小が４連覇～

JAみ や ぎ 仙 南 は １ 月21日
（水）、令和７年度あぐりキッズ
農業体験活動かべ新聞コンクー
ル審査会を柴田町の本店で開
き、最優秀賞（JAみやぎ仙南組
合長賞）に村田町立第二小学校
の作品が輝きました。また特別
賞として、宮城県農業協同組合
中央会会長賞、一般社団法人家
の光協会会長賞など計６点を選
びました。

このコンクールは子ども世代
に対する「食と農の教育活動」
を目的としてJA・女性部・青年
部が連携して開いているもの
で、20回目の開催となる本年度
は、９団体から22点の応募があ
りました。

最優秀賞に輝いた村田第二小
の作品は、「そら豆すごろく新
聞」と題し、地元特産品でもあ
るそら豆の栽培過程をスゴロク

形式で表現し、またJA職員や給
食センターなどの多くの人たち
の協力でそら豆を美味しく食べ
られていることを分かりやすく
表現したことが高く評価されま
した。その他の特別賞は以下の
通りでした。
（くらし相談課課長補佐　藤原卓弥）	

生協あいコープみやぎ

みやぎ仙南農協

鮭の粕汁で重ね煮に挑戦です

最優秀賞に輝いた村田第二小の作品

みんなで作った薬膳ごはん

◇丸森たんぽぽこども園◇角田市立北郷小学校３年生３班◇川崎町立かわさきこども園◇柴田町立東船岡小学校
◇白石市立白川小学校◇大河原町立大河原南小学校３年１組４班
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会員生協だより

平和に関する学習会の開催

昨年11月24日、宮城教育大
学生協学生委員会の１～２年生
８人で、仙台市内にある戦跡お
よび資料館（御嶽三吉神社、仙
台市歴史民俗資料館、戦災復興
記念館）を訪問・見学しました。
平和は戦争や国際問題だけでな
く、身近な地域の歴史にもある
ことを知ってもらいたいと考
え、これらの場所を選びました。

御嶽三吉神社では防空壕を実
際に見学し、その閉塞感から当
時の緊張を感じました。歴史民
俗資料館では戦時中の暮らしや
学校の変化を学び、戦争が日常
に及ぼした影響を知りました。
戦災復興記念館では仙台空襲の
被害や復興の歩み、サイレンの

音や体験者の証言を通して戦争
の悲惨さを実感しました。特に
サイレンでは、戦時中に実際に
流れていた音や爆発音が再現さ
れており、緊迫した空気を強く
感じました。また、東京から仙
台へ避難してきた方や、仙台空
襲を体験した方の証言からは、
戦争が人々の日常や大切なもの
を一瞬で奪ってしまう現実が伝
わりました。

資料を通して、戦争の悲惨さ
と平和の尊さを改めて実感しま
した。身近な場所に足を運び、
自ら見て学ぶことが、平和を自
分事として考える第一歩になる
と感じました。

（学生委員会　七木田朱理）

「企業・業界発見セミナー」開催 

弊会で、学生の職業理解を深
める場として、東北地区の学生
を対象にオンラインによる「企
業・業界発見セミナー」を開催
しています。

今年は全学部・理工系の２日
程、計28社の企業にご協力いた
だきました。全学部は59人、理
工系は28人の学生が参加し、理
系では２年生の早期参加が目
立っています。学生からは社員

の男女比や技術系での女性活躍
など、働き方への質問が多く寄
せられました。また、企業名だ
けでは伝わりにくい魅力を持つ
“知られざる優良企業”を「シル
ベキ企業」として紹介する取組
みにも力を入れています。学生
からは「企業の存在を初めて
知ったが、話を聞いて興味を
もった」「有名企業と比較しな
がら理解を深められた」との声

が届き、視野を広げる機会とし
て好評です。

今後も学生と企業をつなぐ機
会を広げ、学生が自分らしい進
路選択をできるよう支援してま
いります。（事業推進部　渥美有花）

宮城教育大学生協

大学生協事業連合（東北地区）

兵士が使用していた飯盒
（歴史民俗資料館）

兵士が使用していた寝台
（歴史民俗資料館）

御嶽三吉神社の防空壕跡

セミナー告知バナー
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平和のとりくみ 「平和とよりよき生活のために」をスローガンに、核兵器廃絶を訴えるとともに、
憲法９条を含めた日本国憲法の良さと大事さを学び、平和を守る活動を広げていきます。

核兵器禁止条約発効５周年 
～核兵器廃絶ネットワークみやぎ発足５周年～　記念イベント

１月22日（木）、仙台市戦災
復興記念館２階記念ホールにお
いて「核兵器禁止条約の発効・
核兵器廃絶ネットワークみやぎ
発足５周年記念イベント」が開
催され60人が参加しました。

開会にあたり、ネットワーク
代表（日本被団協理事・宮城県
原爆被害者の会会長）の木村緋
紗子さんから、寒い中、集まっ
たことに深い感謝が述べられま
した。また、今年は核兵器禁止
条約の発効と、核廃絶ネット
ワークみやぎの発足から５周年
という節目の年で、これまで活
動を温かく育んでくれた支援者
に対し、代表として謝辞を伝え
ました。

第１部は、チェリストの塚野
淳一さんとバイオリニストの叶
千春さんお二人の演奏が行われ
ました。モーツァルト、バッハ、
ベートーベンなどのクラシック
の名曲に加え、久石譲の「おく
りびと」など全９曲が、塚野さ
んの軽快な紹介と共に演奏され
ました。平和や核廃絶への思い、
平和運動の先駆者たちへの感謝
も込められた魂を揺さぶる演奏
が披露されました。

第２部は、日本弁護士連合会
核兵器廃絶部会部会長、日本反
核法律家協会会長などを務めら
れている弁護士の大久保賢一さ

んが「核兵器も戦争もない世界
を創るために！！憲法公布80
年、被団協発足70年」と題した
講演を行いました。大久保弁護
士は、核兵器廃絶や憲法問題に
取り組む著名な法律家です。

講演は、木村利恵さんの絵画
『人間の住む星』を紹介し、こ
の絵が問いかけている状況は現
代の核の脅威にさらされている
地球を象徴している、という話
から始まりました。
「地球上には膨大な数の核弾

頭が存在し、世界は極めて危険
な状態にある」と警告し、日本
政府が防衛力の抜本的強化と憲
法９条改正や非核三原則見直し
の議論を進めていることを批判
されるとともに、核兵器の違法
性を問う原点となった原爆裁判

（下田事件）について詳しく述
べられました。

アメリカの「核の傘」への依
存を強めている日本政府の危機
と核兵器がもたらす「壊滅的な
人道的結末」を憂慮する核兵器
禁止条約について解説されまし
た。

現在、世界の核弾頭がピーク
時から大きく減少したのは、「核
と人類は共存できない」と市民
が声を上げ続けてきた結果で、
この力こそが最大の抑止力であ
ると強調されました。改めて運

動の継続を呼びかけ、講演を締
めくくりました。

事務局の遠藤いく子さんが閉
会挨拶を行い、原爆裁判が現代
の核廃絶運動へと一本の線で繋
がっていることを実感したと話
されました。参加者への謝辞と、
厳しい国内外の困難はあるもの
の、被爆者の想いを受け継ぎ、
核も戦争もない世界に向けて着
実に活動を続けていく決意を述
べられ、終了しました。

（常務理事　石川宣子）

核兵器廃絶ネットワークみやぎ

開会挨拶をする木村緋紗子代表

叶千春さん（左）と塚野淳一さん（右）

講師の大久保賢一さん
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学習会「消費税は社会保障に使われる？  ～社会保障と国民の負担を考える～」を開催

１月30日（金）、フォレスト
仙台第２フォレストホールをメ
イン会場としてオンライン併用
にて、消費税ネット主催による
学習会を開催しました。生協、
消費者団体、宮商連などの関係
者、事業者、一般市民などオン
ライン視聴９人を含め、66人が
参加しました。

開会にあたり、三戸部尚一代
表世話人（宮城県商工団体連合
会会長）から、消費税そのもの
が不公平な税制であり、その導
入理由とした社会保障制度も安
定的に続いていくとは考えにく
い、今回の総選挙での公約が実
現されるのかを国民は監視して
いくことが大切だとの挨拶があ
りました。

その後、当ネットワークの世
話人でもある尚絅学院大学名誉
教授で宮城県社会保障推進協議
会会長の岩倉政城（いわくらま
さき）さんを講師に迎え、『消
費税は社会保障に使われる？～
社会保障と国民の負担を考える
～』と題してご講演いただきま
した。

たくさんのこどもが餓死して
いる世界で、少数の富裕層が富
を独占している不平等な現状を
指摘し、日本においても格差が
増大し、労働者に利益が還元さ

れていないと強調されました。
また、非正規雇用の拡大や健康・
生活の責任を個人（自己責任）
へと転嫁する動き、介護などが

「保険料」として徴収することが
低所得者に重い負担を強いてい
る、と話されました。医療・介
護現場では赤字による病院の閉
鎖やベッド数の削減が進行して
いる現状の説明がありました。

現在、国税収入に占める消費
税の割合は４割を超え、法人税
や所得税を抜いて最大の財源と
なっている、実質的に引き下げ
られた法人税の減税分を消費税
が補填する役割を果たしている
のではないか、消費税を「社会
保障の目的税」と説明している
が、実際には目的税ではなく、
一般経費として、軍事費などに
使用されている、と述べられま
した。消費税の廃止・累進課税
の強化（所得税・法人税の引き
上げ）・優遇税制を撤廃した格
差是正の必要性、人
間の尊厳を最優先す
る社会の構築を目指
して、市民による監
視と声を上げること
の大切さを訴え、話
を締めくくられまし
た。

参加者からは、「社

会保障」や「国民のため」に使
われていると認識していた消費
税が実際は異なるのではない
か、という疑問や気づきを多く
頂きました。「わかりやすかっ
た」という感想とともに、今後
の政治参加への意欲も記されて
いました。消費税の在り方や税
金の使い方を考える機会となっ
た学習会でした。

（事務局　石川宣子）	

三戸部尚一代表世話人

講師の岩倉政城さん

消費税STOPネットワークみやぎの活動
消費税STOPネットワークみやぎ（略称：消費税ネット）は、今以上の消費税率引き上げに反対する一点で集まった、宮城県内の生活者・事業
者の個人・団体で組織されたネットワークです。会員数は、団体31、個人71です。（2025年4月現在）

〒981-0933仙台市青葉区柏木1-2-45　フォレスト仙台5F
TEL 022-276-5162・FAX 022-276-5160　URL https://kenren.miyagi.coop/vat/
Eメール kenren@miyagi.coop

消費税ネット

会場の様子
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NPO法人 介護・福祉サービス非営利団体ネットワークみやぎの活動
介護・福祉サービス非営利団体ネットワークみやぎ（略称：介護・福祉ネットみやぎ）は、良質な介護・福祉サービスの提供と健全な事業運営
のため活動しているネットワーク組織です。会員数：正会員団体17、個人正会員18、団体賛助会員3、個人賛助会員67（2025年6月現在）

2025年度第４回実務担当者会議・拡大研修会 
『どうなる、次期介護保険制度改定のゆくえ』

介護・福祉ネットみやぎは、
良質な介護・福祉サービスの提
供と健全な事業運営を目指す
ネットワーク組織です。当組織
では団体会員による実務担当者
研修会を定期的に開催していま
す。

今年度４回目となる研修会を
12月19日（金）にフォレスト仙
台５階会議室においてハイブ
リッド形式で開催し、51人が参
加しました。講師に一般社団法
人全国コープ福祉事業連帯機構
の山際淳常務理事をお迎えし、
介護保険制度を取り巻く社会情
勢や、2027年度介護保険制度
改定の内容、今後の方向性と課
題について詳しく解説いただき
ました。

はじめに「厚生労働省社会保
障審議会介護保険部会では、
2027年介護保険制度改定に向
け最終局面を迎えている。今回
の改定議論の背景には、日本の
人口構造の変化に伴う『2040
年問題』への危機感がある。
2040年に向けた最大の変化は、
現役世代が1,000万人以上減少
するという圧倒的な労働力不足
であり、これまでのような『人
手』に頼り切ったサービス提供

は限界を迎える。今後は、海外
人材との共生やＤＸ（デジタル
トランスフォーメーション）に
よる生産性向上が不可欠とな
る。また、高齢者人口の動態も
変化し、医療・介護ニーズが極
めて高い層が増大する一方で、
約６割の自治体では2035年頃
に介護需要のピークを迎えると
予測されている。今後は、需要
の拡大への対応だけでなく、
ピークを過ぎた後の減少を見据
えた、持続可能な提供体制の構
築という難しい舵取りが求めら
れる」と話されました。

次に、2027年介護保険制度
改定に触れ「制度の持続性を左
右する給付と負担の見直しにつ
いては、継続的な議論が続いて
いる。『利用者２割負担』につ
いては、所得基準を引き下げる
ことで対象者を拡大する案が検
討されている。一方で、『要介
護１・２の地域支援事業への移
行』については、2030年以降
へと５年間先送りされた。また、

『ケアプラン有料化』について
も、有料老人ホーム等における

『新たなサービス類型』の創設
と、一部負担を求める案が示さ
れるなど、段階的な見直しが進

む見通しである」と解説があり
ました。

終わりに「これからの地域包
括ケアシステムは、介護保険と
いう公的な枠組みを超えた『地
域全体での支え合い』が基盤と
なる。2040年に向けた激動の
変革期において、制度の枠に縛
られない『互助』の仕組みづく
り、そして人と人を繋ぐネット
ワークこそが、地域のセーフ
ティネットを支える力となる。
誰もが安心して老後を迎えられ
る社会を次世代に引き継ぐた
め、制度の変容を正しく理解し、
地域の未来を共に考えていかな
ければならない」と強く訴えら
れました。

講演を通し、国の動向や介護
保険制度改定について学び、こ
れからの課題などを考える機会
となりました。 

	（事務局長　渡辺淳子）

〒981-0933仙台市青葉区柏木1-2-45フォレスト仙台５F
TEL 022-276-5202・FAX 022-276-5205　 
Eメール sn.mkaigonet2@todock.coop　URL https://kaigonet-miyagi.jp

NPO法人介護・福祉
ネットみやぎ　

講師の山際淳常務理事
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2025年度「第６回ネットとうほく消費者被害事例ラボ」

１月15日（木）、「第６回消費
者被害事例ラボ」が開催され、
オンラインを含む17人が参加し
ました。「消費者法制度のパラ
ダイムシフト～特に消費者取引
の拡大（アテンション等）につ
いて～」をテーマに東京都立大
学法学部小笠原奈菜教授が解説
しました。

消費者法制度のパラダイムシ
フトとは、これまで「一般的・
平均的・合理的な消費者像」を
前提とした法制度から、「消費
者の多様な脆弱性」からより細
やかな対応を目指す根本的な考
え方の転換を指しています。高
齢化やデジタル化の進展によ
り、近年消費者を取り巻く取引
環境が大きく変化しており、認
知機能の低下や人間関係の希薄
化、複雑な取引の増加などによ
り、誰もが意思決定をすること
が困難な時代に変化していま
す。例えば、デジタル化による
影響では、デジタル取引の拡大、
ターゲティング広告等の普及、
取引主体の多様化では、消費者
自身が売り手となる取引の増加
による環境の変化が挙げられま

す。以上のことを踏まえ、消費
者庁は、「消費者法制度のパラ
ダイムシフトに関する専門調査
会」にて議論検討が続いていま
す。消費者取引全体の法制度、
デジタル化への対応、実効性の
高い規律の在り方などが検討さ
れています。

次に、アテンション・エコノ
ミーとは、インターネットの普
及により情報が増加した現代に
おいて、人々の関心や注目が経
済的価値を持つという概念で
す。「関心経済」とも呼ばれ、
人々の注目を集めることが収益
や影響力に直結する経済を指し
ます。インターネットの普及に
より、情報量が爆発的に増加し、
多くのオンラインサービスは無
料で提供され、広告収入が主な
収入源であり、ユーザーの視聴
履歴や閲覧時間に基づき、広告
やコンテンツが表示されます。
しかし、弊害も挙げられます。
注目度を重視するあまり、過激
なタイトルや内容、事実に基づ
かない記事の増加、偽情報の拡
散や注目度が重視されることで
喪失につながる可能性がありま

す。現状では、アテンション・
エコノミーが引き起こす問題に
対し現在の法律では十分に対応
できないのが現状であり、紙幣
経済を前提としているため目に
見えにくい「アテンション」や

「時間」が奪われる被害が消費
者問題として十分に扱われてい
ないのが現状です。

今後も引き続き「消費者法制
度のパラダイムシフトに関する
専門調査会」が課題、対応の在
り方について検討を続け、中間
とりまとめを行う予定と解説が
ありました。その後の意見交換
では、「アテンションを取り入
れると、消費者定義がかわって
くるのか」、「のんびりやってい
ると変な方向に変わってしまい
そう。我々も注視していく必要
がある」など、様々な意見が出
されました。

（事務局　金野倫子）

講師の小笠原奈菜教授

適格消費者団体 認定NPO法人 消費者市民ネットとうほくの活動
消費者市民ネットとうほく（略称：ネットとうほく）は、消費者被害の未然・拡大防止及び救済のため、消費者や消費者団体・関係諸機関・消費
者問題専門家等と連携し、消費者被害の調査・研究・情報収集、是正申入れ等の活動を行っている内閣総理大臣認定の適格消費者団体です。

〒981-0933仙台市青葉区柏木1-2-40 ブライトシティ柏木703号室
TEL 022-727-9123・FAX 022-739-7477
Eメール shiminnet-tohoku@triton.ocn.ne.jp　URL https://www.shiminnet-tohoku.com/

認定NPO法人消費者
市民ネットとうほく

●お知らせ● ネットとうほく2026年度通常総会及び記念企画開催について
日時：2026年６月20日（土）　総会 10：30 ～ 11：20　記念企画 11：30 ～ 12：30
場所：仙台弁護士会館４階ホール
記念企画：「ダークパターンを考える～ダークパターン対策協会の取り組みとNDD認定制度～（仮）」
               講師　（一社）ダークパターン対策協会　 理事  小川晋平氏
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ユニセフ緊急支援情報

ユニセフは、紛争や予期せぬ
自然災害などの緊急事態が発生
した際、子どもたちを守る活動
を迅速に行っています。また、
ユニセフ本部からの情報に基づ

き、その被害状況などに応じて
緊急募金を行っています。ユニ
セフ協会にお寄せいただきまし
た緊急募金は速やかにユニセフ
本部を通して現地事務所に送

り、被害にあった子ども達のた
めに活用させていただきます。

（事務局長　佐々木英美）

宮城県ユニセフ協会の活動
ユニセフ（UNICEF：国際連合児童基金）は、世界の子どもたちの命と健康を守るために活動する国連機関です。宮城県ユニセフ協会は「協力協定」
を締結し、県を代表するユニセフ活動の拠点として、ユニセフの広報・募金活動を実施しています。会員数：一般130  団体7（2025年12月）

〒981-3194仙台市泉区八乙女4-2-2 みやぎ生協文化会館ウィズ内
TEL 022-218-5358・FAX 022-218-5945
Eメール sn.municef_miyagi@todock.coop　URL https://www.unicef-miyagi.gr.jp/

宮城県ユニセフ協会

緊急募金にご協力をお願いします。
郵便局（ゆうちょ銀行）　振替口座：00190-5-31000　口座名義：公益財団法人　日本ユニセフ協会
※窓口の場合は手数料が免除になります。
※通信欄に募金先を明記してください明記がない場合は一般募金になります。
※振込用紙を希望される方は、宮城県ユニセフ協会にご連絡ください。

宮城県立視覚支援学校様（左） 南光紫陽幼稚園のみなさま 南光第二幼稚園のみなさま 聖ドミニコ学院小学校様（左）

2025年12月たくさんの募金が寄せられました。ありがとうございました。

●ミャンマー地震緊急募金
　地震で被災した人への緊急・復
興支援活動を支える募金です。
(2026年1月現在約200万人以上)

●ウクライナ緊急募金
　危機下にあるウクライナの子ど
もたちやその家族を支援するため
の募金です。
 (2026年1月現在240万人以上)

●人道危機緊急募金
　自分ではどうすることもできな
い紛争の影響で、家族や家を奪わ
れ、空腹や病気に苦しめられる人
道危機下の子どもたちへの緊急・
復興支援活動を支える募金です。

●ガザ人道危機緊急募金
　危機下にあるガザの子どもたち
やその家族を支援するための募金
です。
(2026年1月現在170万人以上)

●自然災害緊急募金
　世界各地で発生している地震や
津波、洪水、台風やサイクロン、
干ばつなどの自然災害で被災した
人への緊急・復興支援活動を支え
る募金です。
(2026年1月現在240万人以上)

●アフリカ栄養危機緊急募金
　干ばつ、紛争、食料危機、コレラ。
命の危機にさらされ続ける子ども
達。西部・南部を中心に子どもた
ちを支援する募金です。

（2025年5,100万人）

現在受け付けている緊急募金（数字は支援を必要としている子どもの人数）
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「みやぎゼロカーボン大作戦」に出展しました！

 １月24日（土）、イオンモール
新利府南館ライブスクエアにて
宮城県主催の「みやぎゼロカー
ボン大作戦」が開催されました。
MELONは、ストップ温暖化セ
ンターみやぎとしてブース出展
し、家庭でのエネルギー使用量
を診断し省エネアドバイスを行
う「うちエコ診断」を実施しま
した。

当日は、少々風の強い寒い日
ではありましたが、イオンモー
ルという集客力の高い場所なの
で、大勢の来場者でにぎわいま
した。こうした会場で行う場合、
来場者は多くても一人ひとりの
滞在時間が短いのでじっくり時
間をかけた診断はできませんが、
より多くの方にエネルギー使用
を考え直すきっかけを与えるに

は良い機会と思っています。
会場では、脱炭素社会に向け

た取り組みを表彰する「みやぎ
ゼロカーボンアワード」の表彰
式や南三陸町立名足小学校の海
岸清掃の活動発表などが行われ
ました。

他にも多くの企業・団体が出
展し、自社の環境取り組みの紹
介や、廃物利用の工作、環境に
関するクイズなどそれぞれ趣向を
こらした展示を行っていました。

大型ショッピングモールとい
う会場の性質上、音がうるさく、
混雑する中で有意義なメッセー
ジを伝える難しさがあります
が、たまたま足を運んだ来場者
が少しでも環境問題に関心を寄
せて何かに気づいてもらえたら
うれしいです。

「環境フォーラムせんだい2026」に参加します！

３月14日（土）仙台市FEEL　
Sendai主催の「環境フォーラム
せんだい2026」にブース出展
します。昨年に引き続き、「仙
台防災未来フォーラム」の中で
併催する形で開催します。

毎年のように気象災害が増え
ている昨今、環境問題と防災対
策は切っても切れない密接な関

係にあります。そうした中で、
仙台近郊の市民・団体・学校・
企業等が連携して環境問題の啓
発を行う環境フォーラムせんだ
いも防災と一体化して啓発を
行っています。

これからもより多くの方々が
防災・環境に関心を持ち、でき
ることから行動を起こしていた

だけることを期待します！
	（事務局長　小林幸司）

Miyagi Environment Life Out-reach Network

公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク（MELON）の活動
みやぎ・環境とくらし・ネットワーク（MELON）は、緑と水と食をとおして暮らしを考え、地球と地球環境の保全に寄与するために、
多くの市民、知識人、協同組合、企業、団体で作られた環境NGOです。会員数：個人349、法人51、任意団体8（2026年２月現在）

〒981-0933仙台市青葉区柏木1-2-45フォレスト仙台５F
TEL 022-276-5118・FAX 022-219-5713　 
Ｅメール melon@miyagi.jpn.org　URL https://www.melon.or.jp

みやぎ・環境とくらし・
ネットワーク（MELON）

昨年の環境フォーラムせんだいの様子

MELONのブース

うちエコ診断士が診断中
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記事・写真等は新聞社の
許諾を得て転載していま
す。記事のコピー・再転
載は禁止されています。

新聞記事紹介

2026年1月20日（火）河北新報

2026年1月23日（金）河北新報
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2026年1月28日（水）河北新報

2026年2月18日（水）河北新報
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2026年2月25日（水）河北新報
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資料

昨年11月13日付けで宮城県に提出した要請に対する回答書
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担当 環境生活部 消費生活・文化課 消費者行政班（TEL 022－211-2423）  

件名 １．厳冬期や原油価格の高騰などの事態においても、県民生活の基盤を支える灯油の

安定した量の確保と、価格抑制を最優先とする対策を講じることを求めます。

回答 〇  県といたしましては、灯油が円滑に安定して供給されることは、県民生活の安定に

とって重要なことと認識しており、今後とも灯油を含めた石油製品の価格及び需給

動向を注視してまいります。

〇  なお、令和７年１２月１９日付けで石油元売会社や関係団体に対し、石油製品価格

の先行きが不透明な状況が続いていることを踏まえ、石油製品の適正な水準での価

格設定と安定的で円滑な供給について一層の協力が得られるよう要請をしておりま

す。

件名 ２  原油価格の高騰などに便乗した不当な値上げが行われないよう、市場における灯油

価格の動向を継続的に調査・監視し、その結果を速やかに県民に情報提供し、価格

の透明性を確保することを求めます。

回答 〇  県では資源エネルギー庁が全国的に実施し、発表している「石油製品価格調査」に

基づく石油製品の価格情報や貴連合会が実施する「灯油モニター」の調査結果をホ

ームページに掲載し、県民への情報提供を行っております。

〇  今後も引き続き、貴連合会と連携しながら、県民が安心して消費生活を送れるよう、

県民のくらしに必要となる情報の提供に努めてまいります。

担当 保健福祉部  社会福祉課  生活自立・支援班 （TEL 022-211-2517）  

件名 ３．灯油価格の高騰が続く中、特に経済的に困窮している低所得者、年金生活者、ひ

とり親世帯などへの支援を強化してください。福祉灯油助成制度を県内の全市町村

で導入・拡充し、物価変動に対応したきめ細やかな援助が、支援を必要とするすべ

ての県民に行き届くよう、最大限の努力を払うことを求めます。

〇  エネルギーや食料品などの物価高騰が長期化し、特に低所得世帯の方々の生活に大

きな影響を及ぼしているものと認識しております。

〇  国では、昨年 11 月に、新たな総合経済対策を閣議決定し、地方公共団体が地域の

実情に応じて必要な支援を行うことができるよう「重点支援地方交付金」を拡充し

ました。

○ 県では、この交付金を財源に、独自に低所得世帯や低所得ひとり親世帯への物価高

騰対策に取り組む市町村に補助するなど、新たな生活者支援について、11 月議会に

予算案を提出し、承認をいただいたところです。

○ 県としましては、市町村と連携しながら、速やかに低所得世帯への物価高騰対策に

取り組んでまいります。
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《定義》
　協同組合は、共同で所有し民主的に管理する事業体を通じ、共通の経済的・社会的・文化的ニーズと
願いを満たすために自発的に手を結んだ人々の自治的な組織である。

《価値》
　協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、そして連帯の価値を基礎とする。それぞれの
創設者の伝統を受け継ぎ、協同組合の組合員は、正直、公開、社会的責任、そして他人への配慮という
倫理的価値を信条とする。

《原則》
　協同組合原則は、協同組合がその価値を実践に移すための指針である。

（第1原則）自発的で開かれた組合員制
　協同組合は、自発的な組織である。協同組合は、性別による、あるいは社会的・人種的・政治的・宗
教的な差別を行なわない。協同組合は、そのサービスを利用することができ、組合員としての責任を受
け入れる意志のある全ての人々に対して開かれている。

（第２原則）組合員による民主的管理
　協同組合は、その組合員により管理される民主的な組織である。組合員はその政策決定、意志決定に
積極的に参加する。選出された代表として活動する男女は、組合員に責任を負う。単位協同組合では、
組合員は（一人一票という）平等の議決権をもっている。他の段階の協同組合も、民主的方法によって
組織される。

（第３原則）組合員の経済的参加
　組合員は、協同組合の資本に公平に拠出し、それを民主的に管理する。その資本の少なくとも一部は
通常協同組合の共同の財産とする。組合員は、組合員として払い込んだ出資金に対して、配当がある場
合でも通常制限された率で受け取る。組合員は、剰余金を次の目的の何れか、または全てのために配分
する。

• 準備金を積み立てることにより、協同組合の発展のためその準備金の少なくとも一部は分割不可能
なものとする。

• 協同組合の利用高に応じた組合員への還元のため。
• 組合員の承認により他の活動を支援するため。

（第４原則）自治と自立
　協同組合は、組合員が管理する自治的な自助組織である。協同組合は、政府を含む他の組織と取り決
めを行なったり、外部から資本を調達する際には、組合員による民主的管理を保証し、協同組合の自主
性を保持する条件において行なう。

（第５原則）教育、訓練および広報
　協同組合は、組合員、選出された代表、マネジャー、職員がその発展に効果的に貢献できるように、
教育訓練を実施する。協同組合は、一般の人々、特に若い人々やオピニオンリーダーに、協同組合運動
の特質と利点について知らせる。

（第６原則）協同組合間協同
　協協同組合は、ローカル、ナショナル、リージョナル、インターナショナルな組織を通じて協同する
ことにより、組合員に最も効果的にサービスを提供し、協同組合運動を強化する。

（第７原則）コミュニティへの関与
　協同組合は、組合員によって承認された政策を通じてコミュニティの持続可能な発展のために活動する。

『ＩＣＡ』
国際協同組合同盟（ICA=International Co-operative Alliance）には、世界103カ国以上からあらゆる分野の
299協同組合組織が加盟しています（2024年4月現在）。ICAは1895年に設立され、後に国連に登録された世
界最大のNGO（非政府組織）です。日本生協連は1952年に加盟しました。

『協同組合のアイデンティティに関するＩＣＡ声明』

表　題 開催日時 会　場

第57回通常総会 2026年6月23日（火）10時30分開催 フォレスト仙台フォレストホール

第１回理事会 6月23日（火）総会終了後 フォレスト仙台５階501号室

第２回理事会 9月15日（火）13時30分開会 フォレスト仙台５階501号室

第３回理事会 12月15日（火）13時30分開会 フォレスト仙台５階501号室

第４回理事会 2027年3月16日（火）13時30分開会 フォレスト仙台５階501号室

第５回理事会 5月25日（火）13時30分開会 フォレスト仙台５階501号室

第47回宮城県生協組合員集会 2026年9月30日（水）10時開会 東京エレクトロンホール宮城

2026年度 宮城県生協連主要スケジュール
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宮城県生活協同組合連合会
会長理事　冬木　勝仁
〒981-0933
宮城県仙台市青葉区柏木１-２-45
フォレスト仙台５Ｆ
TEL 022-276-5162  FAX 022-276-5160
ホームページ https://kenren.miyagi.coop/

業務時間： 土･日･祝祭日を除く月曜日～金曜日
午前 9 時 30 分～午後 5 時まで

■会員生協
みやぎ生活協同組合
生活協同組合あいコープみやぎ
松島医療生活協同組合
みやぎ県南医療生活協同組合
東北大学生活協同組合
東北学院大学生活協同組合
宮城教育大学生活協同組合
宮城大学生活協同組合
東北工業大学生活協同組合
尚絅学院大学生活協同組合
宮城学院生活協同組合
大学生活協同組合
みやぎインターカレッジコープ
生活協同組合連合会大学生協事業連合

（東北地区）
みやぎ仙南農業協同組合
宮城労働者共済生活協同組合
宮城県高齢者生活協同組合
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